
 

教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について  

  

 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理した事項について、 

同条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件  名 川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

（２）内  容 川崎市旅費支給条例の全部改正に伴い、所要の整備を行うもの 

（３）施行期日 令和８年４月１日 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和８年３月２６日 

 

３ 臨時代理を行った理由 

令和８年４月１日に新たな川崎市旅費支給条例が施行されることに伴い、同日までに規則の規定を整備する必要があったた

め 

 
 
 
 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （昭和４１年川崎市教育委員会規則第１２号） 

（教育長の臨時代理）  

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条第１項各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。  

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、委員会の承認を受けなければならない。 
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報告事項No.４



 
 
（１）「川崎市旅費支給条例」の全部改正により、旧条例の別表（特等級〜４等級の５段階）がなくな

り、新条例では本則にて「市長等の特別職」と「それ以外」の２つの区分として扱われることとな
った。 

 
（２）これによって、旧条例の別表の備考において、フルタイム会計年度任用職員に適用する等級は任

命権者が定めるとしていた規定もなくなった。 
 
（３）また、同様に、「川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例」も改正されて、パートタイム

会計年度任用職員に適用する等級は任命権者が定めるとしていた規定もなくなった。 
 
（４）これに伴って、「川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則」を改正して、会計年度任用

職員の旅費及び費用弁償の等級に関する規定を削る。
 
 

川崎市旅費支給条例の全部改正に伴う規則改正 
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参考　改正前の川崎市旅費支給条例（旧条例）
改正後の新条例（令和８年４月１日施行）では、このような別表（特等級～４等級の５段階）は規定
されず、本則において、「市長等の特別職」と「それ以外」の２区分として扱われている。

フルタイム会計年度任用職員



参 考 

  

パートタイム会計年度任用職員…地方公務員法第２２条の２第１項第１号 

フルタイム会計年度任用職員 …同項第２号 

  

地方公務員法 

（会計年度任用職員の採用の方法等） 

第二十二条の二 次に掲げる職員（以下この条において「会計年度任用職員」

という。）の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、

競争試験又は選考によるものとする。 

一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職（第二十二条の四第一

項に規定する短時間勤務の職を除く。）（次号において「会計年度任用の職

」という。）を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が

常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短

い時間であるもの 

二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務

時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と

同一の時間であるもの 

２～７ 略 
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参考 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例 新旧対照表抜粋 

 

 

 
 
 
 
 
 

新  旧  

（公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償） （公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償） 

第23条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川崎市

旅費支給条例（令和７年川崎市条例第57号）の定めるところにより、旅費

を支給する。 

第23条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川崎市

旅費支給条例（昭和22年川崎市条例第21号）の定めるところにより、旅費

を支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員（技能業務職員に限る。）が公務のため

旅行するときは、当該旅行に係る旅費を支給するものとし、その額及び支

給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。 

２ パートタイム会計年度任用職員（技能業務職員に限る。）が公務のため

旅行するときは、当該旅行に係る旅費を支給するものとし、その額及び支

給方法は、川崎市旅費支給条例の例による。 

３ パートタイム会計年度任用職員（技能業務職員を除く。）が公務のため

旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、

その額及び支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。 

３ パートタイム会計年度任用職員（技能業務職員を除く。）が公務のため

旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、

その額及び支給方法は、川崎市旅費支給条例の例による。 

【削る】 ４ 前２項の規定による旅費及び費用弁償の支給における川崎市旅費支給条

例別表の等級については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、

給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命

権者が定める。 
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   川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の一部を改正する規則 

川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則（令和２年川崎市教育委員

会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「。以下「会計年度任用職員給与条例」という。」を削る。 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１３条までを１条ずつ繰

り上げる。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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   制 定 理 由 

 

  川崎市旅費支給条例の全部改正に伴い、所要の整備を行うため、この規則を

制定するものである。 
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川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第５条 略 

 

（給料及び基本報酬） 

第６条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、川崎市会計年度任用

職員の給与等に関する条例（令和元年川崎市条例第１号）第３条の規定に

基づき、必要に応じて関係局等と協議の上、教育長が別に定める。 

第１条～第５条 略 

 

（給料及び基本報酬） 

第６条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、川崎市会計年度任用

職員の給与等に関する条例（令和元年川崎市条例第１号。以下「会計年度

任用職員給与条例」という。）第３条の規定に基づき、必要に応じて関係

局等と協議の上、教育長が別に定める。 

 

（削る） （旅費及び費用弁償の等級） 

 第７条 川崎市旅費支給条例（昭和22年川崎市条例第21号。以下「旅費条例」

という。）別表第３項の規定に基づき定める等級は、同表の４等級とする。

 ２ 会計年度任用職員給与条例第23条第４項の規定に基づき定める旅費条例

別表の等級は、同表の４等級とする。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難いもの

として特に必要と認める場合には、給与条例の適用を受ける職員との権衝、

職務の特殊性等を考慮し、必要に応じて関係局等と協議の上、教育長が別

に定める。 

 

第７条～第１２条 略 

 

第８条～第１３条 略 
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